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認知症対応型共同生活介護 グループホーム柳島爐 

料金表 

 

サービス及び料金等 

（１）保険給付サービス 

食事、排泄、入浴（清拭）、着替えの介助等の日常生活上の世話、日常生活の中での機能

訓練、健康管理、相談援助等について包括的に提供し、下記の表により要介護度別に応じ

て定められた金額が自己負担となります。（下記に示す表は 1割負担料金です。介護保険負

担割合証にて通知された割合がお支払い負担額となります） 

※省令等による変動で料金の改定があった場合は、事前に契約者及び家族等に連絡します。 

 

介護利用料金（1日の料金） 

介護度 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

利用料 7,490 円 7,530 円 7,880 円 8,120 円 8,280 円 8,450 円 

１割負担分 ７４９円 ７５３円 ７８８円 ８１２円 ８２８円 ８４５円 

 

加算料金（1日の料金 ※加算算定している場合のみ適用） 

加算名 利用料 １割負担分 

①初期加算 
300 円 

入居後 30 日限り 1 日３０円が加算 

入退院支援への取組 30 日を超える入院後の再入居 

 2,460 円 入院を要した場合 1 日２４６円 6 日間限度 

②医療連携体制加算 370 円 医療側と連携し体制構築 1 日３７円が加算 

③サービス提供体制強化加算 180 円 職員体制の強化 1 日１８円が加算 

④介護職員等処遇改善加算 介護利用料金+①+②+③×186/1,000 

  

  

地域区分単価：10.14 円（長野市 7 級地） 

 

（２）保険対象外サービス 

保険対象外のサービスについては、各個人の利用に応じた額が自己負担となります。 

家賃 ４０，０００円/月 居室使用料 

光熱水費 １６，０００円/月 燃料、水道料、電気料 

管理費 ３，０００円/月 施設管理費 

食費 １，５００円/日 朝食 180円 昼食 400円 夕食 370円 おやつ 40円 

電気料金 実費 個室電気使用料金 

・日常生活上必要となる費用 
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日常生活において、通常必要となる物にかかった費用分は実費となります。 

（衣類、おむつ、歯ブラシ、歯磨き粉、理美容代金など） 

・特別な食事（酒類を含みます） 

契約者、又は家族等の希望に基づいて特別な食事を提供します。また、心身状態に応じて、

栄養補助食品等も提供します。他、特別な食事等を提供するために要した費用。 

・教養娯楽として日常生活に必要な物 

契約者の希望によりレクリェーションやクラブ活動に参加できます。 

利用料金：材料代等に要した費用。（習字、お花、絵図、刺繍など） 

・個人の嗜好に関する物 

  個人の嗜好に基づく物で、サービス提供とは関係のない物に関しては別途料金がかかります。 

・複写物の交付 

契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場

合には、複写物に要する費用がかかります（1 枚につき 10 円）。 

・契約書第１８条に定める所定の料金 

各条項に基づく義務を履行した上で、居室の明け渡しとなります。退居時に要する費用とな

ります。 

※日常生活に必要な物品等の購入や、主治医往診時などの診察料の支払いに、小口現金として現

金（2 万円から 5 万円程度）をお預かりします。他、外食や買い物等生活を支援していく過程

で消費します。他健康保険証、介護保険証等可能な範囲でお預かりさせて頂きます。（要相談） 

 


